
　
こ
の
名
称
は
、
隣
接
す
る
市
の
総

合
公
園
で
あ
る
「
草
花
公
園
」
と
多

く
の
人
が
居
住
す
る
一
つ
の
街
区
を

表
す
「
タ
ウ
ン
」
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
で
す
。

　
新
し
い
団
地
は
、
木
造
２
階
建
て

５
棟
（
25
戸
）
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
３
階
建
て
２
棟
（
74
戸
）
の
総

戸
数
99
戸
（
１
Ｄ
Ｋ
、
２
Ｄ
Ｋ
、
３

Ｄ
Ｋ
）
で
、
市
内
に
点
在
す
る
木
造

市
営
住
宅
９
団
地
の
老
朽
化
に
伴
う

建
て
替
え
と
集
約
化
を
図
る
も
の

で
、
草
花
字
南
小
宮
地
内
（
市
立
草

花
小
学
校
西
側
）
に
建
設
中
で
す
。

　
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
木

造
市
営
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方
の
ほ

か
、
新
規
の
募
集
を
行
い
ま
す
。
募

集
内
容
の
詳
細
は
、
10
月
15
日
号
の

広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
施
設
営
繕
課
施
設
営
繕

　
係
（
直
通
５
５
８
・
１
１
９
６
）

　平成26年度の地方税法の一部改正により、軽自動車税の税率
を次のように引き上げます。
○問合せ　課税課市民税係（直通５５８－１６８２）

　
国
民
年
金
保
険
料
に
は
、
保
険
料

を
ま
と
め
て
納
め
る
と
割
引
に
な
る

「
前
納
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
10
月

分
か
ら
平
成
27
年
３
月
分
ま
で
（
６

か
月
分
）
を
ま
と
め
て
納
め
る
と
、

毎
月
納
め
る
よ
り
も
７
４
０
円
割
引

に
な
り
ま
す
（
保
険
料
額
が
９
万
１

５
０
０
円
か
ら
９
万
７
６
０
円
に
な

り
ま
す
）
。

▽
納
付
場
所
　
金
融
機
関
（
郵
便
局

　
を
含
む
）
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

　
ト
ア

▽
納
付
期
限
　
10
月
31
日

（金）

▽
問
合
せ

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２
８

　
・
30
・
３
４
１
０
）

▽
内
容
　
10
月
１
日

（水）
か
ら
、
防

　
災
行
政
無
線
の
チ
ャ
イ
ム
放
送

　
時
刻
を
午
後
４
時
30
分
に
変
更

　
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災
安

　
全
係

　
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
は
、
東
日
本
大
震

災
に
お
い
て
、
障
が
い
の
あ
る
方
が

避
難
所
な
ど
で
意
志
の
疎
通
に
苦
労

し
た
体
験
な
ど
を
教
訓
に
、
援
助
を

必
要
と
す
る
障
が
い
の
あ
る
方
が
携

帯
し
、
災
害
時
や
緊
急
時
、
日
常
の

困
っ
た
と
き
に
、
周
囲
の
方
に
提
示

す
る
こ
と
で
、
自
己
の
障
が
い
へ
の

理
解
や
手
助
け
を
お
願
い
す
る
た
め

の
カ
ー
ド
で
す
。

　
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
利
用
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
障
が
い
者
支
援
課
で
配

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
受
け
取
り

く
だ
さ
い
。

　
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
方

が
困
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
た
と
き

や
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
提
示
を
受
け
た

と
き
に
は
、
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
裏
面

に
手
助
け
し
て
欲
し
い
内
容
や
緊
急

連
絡
先
な
ど
を
記
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
手
助
け
や
配
慮
の
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

▽
対
象
者
　
障
が
い
の
あ
る
方
（
障

　
害
者
手
帳
所
持
者
な
ど
）

▽
問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援
課
障
が

　
い
者
相
談
係

デ
ン
グ
熱
の

　
　
　
　
国
内
感
染
症
例

国
民
年
金
保
険
料
は

　
　
　
前
納
が
お
得
で
す

障
が
い
の
あ
る
方
に

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を

　
　
　
配
付
し
て
い
ま
す

障
が
い
者
虐
待
の

　
　
　
　
防
止
に
つ
い
て

区　　　分

区　　　分

原動機付自転車

四輪以上

最初の新規検査年月

平成14年以前の車両 平成27年度まで 平成28年度から－

－
平成15年～平成27年３月
の車両

最初の新規検査年から
13年目まで

－ 最初の新規検査年から
13年目まで

最初の新規検査年から
14年目以降

最初の新規検査年から
14年目以降

平成27年４月以降の車両

現行税率 改正後税率 重課税率

三　　　輪

乗用

貨物

二輪の軽自動車（125ccを超え250cc以下）など
二輪の小型自動車（250ccを超えるもの）
専ら雪上を走行するもの

小型特殊自動車

50cc以下 1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
2,400円
4,000円
2,400円
1,600円
4,700円

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
6,000円
3,600円
2,400円
5,900円

3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

3,900円
10,800円

6,900円
5,000円
3,800円

4,600円
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円

農耕作業用のもの
その他のもの

平成26年度まで

50ccを超え90cc以下
90ccを超え125cc以下
ミニカー

平成27年度から －
重課税率

重
課
税
率
の
適
用
な
し

現行税率

最初の新規検査が
平成27年3月31日まで

最初の新規検査が
平成27年4月1日以降

最初の新規検査年から
14年目以降

改正後税率

営業用
自家用

営業用
自家用

※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の自動車及
　び被けん引車は、重課税率の対象外です。
※最初の新規検査とは、自動車検査証に記載されている初度検査年月のことです。

※　軽自動車税は毎年４月１日現在所有している方に課税となります。�                  
（4月2日以降の登録の場合、翌年度からの課税となります。［例］：平成27年4月2日登録の車両⇒平成28年度分から課税）

…現行税率（「最初の新規検査年月」が、平成27年3月以前の車両に適用。これまで適用していた税率）
…改正後税率（「最初の新規検査年月」が、平成27年4月以降の車両に適用。平成27年度から適用となる税率）
…重課税率（「最初の新規検査年月」から、13年を経過した車両に対し、14年目以降に適用となる税率）

　
市
で
は
、
「
あ
き
る
野
市
障
害
者

虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、

24
時
間
３
６
５
日
体
制
で
障
が
い
者

虐
待
に
関
す
る
相
談
・
通
報
な
ど
を

受
け
付
け
、
虐
待
の
防
止
や
早
期
発

見
、
障
が
い
者
と
養
護
者
に
対
す
る

支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
障
が
い
者
虐
待
を
見
つ
け
た
ら
、

虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
か
市
役
所
へ
通

報
し
て
く
だ
さ
い
。
通
報
を
基
に
市

が
虐
待
の
事
実
関
係
を
調
査
し
、
適

切
な
処
置
を
図
り
ま
す
。

　
障
が
い
者
虐
待
に
は
次
の
よ
う
な

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　●

身
体
的
虐
待
…
暴
力
や
体
罰
に
よ

　
っ
て
身
体
に
傷
や
あ
ざ
、
痛
み
を

　
与
え
る
行
為
や
身
体
を
縛
り
付
け

　
た
り
、
過
激
な
投
薬
に
よ
っ
て
身

　
体
の
動
き
を
抑
制
す
る
行
為

　●

性
的
虐
待
…
性
的
な
行
為
や
そ
の

　
強
要

　●

心
理
的
虐
待
…
脅
し
、
侮
辱
な
ど

　
の
言
葉
や
態
度
、
無
視
、
嫌
が
ら

　
せ
な
ど
に
よ
っ
て
精
神
的
に
苦
痛

　
を
与
え
る
行
為

　●

放
棄
・
放
任
…
食
事
や
排
せ
つ
、

　
入
浴
、
洗
濯
な
ど
身
辺
の
世
話
や

　
介
助
を
し
な
い
、
必
要
な
福
祉
サ

　
ー
ビ
ス
や
医
療
、
教
育
を
受
け
さ

　
せ
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
障

　
が
い
者
の
生
活
環
境
や
身
体
・
精

　
神
的
状
態
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う

　
行
為

　●

経
済
的
虐
待
…
本
人
の
同
意
な
し

　
に
財
産
や
年
金
、
賃
金
を
使
っ
た

　
り
勝
手
に
運
用
し
、
本
人
が
希
望

　
す
る
金
銭
の
使
用
を
理
由
な
く
制

　
限
す
る
行
為

▽
通
報
・
相
談
　
あ
き
る
野
市
障
害

　
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
﹇
二
宮
６

　
７
０
　
秋
川
健
康
会
館
内
、
専
用

　
電
話
０
９
０
・
８
１
１
７
・
５
２

　
３
４
（
24
時
間
対
応
）
、
　
５
３

　
２
・
１
７
９
４
﹈

▽
問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援
課
障
が

　
い
者
相
談
係

　
去
る
８
月
に
都
内
で
デ
ン
グ
熱
患

者
の
国
内
感
染
症
例
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
感
染
は
急
激
に
拡
大
す
る
可

能
性
は
低
く
、
感
染
し
た
場
合
も
一

般
に
１
週
間
前
後
で
回
復
す
る
と
い

わ
れ
て
い
る
た
め
、
過
度
の
心
配
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
デ
ン
グ
熱
は
、

デ
ン
グ
ウ
イ
ル
ス
が
感
染
し
て
起
こ

る
急
性
の
熱
性
感
染
症
で
、
人
か
ら

人
で
は
な
く
、
患
者
か
ら
血
を
吸
っ

た
蚊
を
媒
介
し
て
、
ほ
か
の
人
に
感

染
す
る
疾
患
で
す
。
蚊
に
刺
さ
れ
て

発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合
は
、

か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
な
ど
で
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
デ
ン
グ
熱
に
つ
い
て
の
問
合
せ

　●

西
多
摩
保
健
所
﹇
☎
０
４
２
８
・

　
22
・
６
１
４
１
（
デ
ン
グ
熱
に
関

　
す
る
こ
と
や
蚊
の
駆
除
な
ど
に
関

　
す
る
こ
と
）
﹈

　●

建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
﹇
☎

　
03
・
５
３
２
０
・
５
４
３
６（
都
立

　
代
々
木
公
園
に
関
す
る
こ
と
）
﹈

　●

都
庁
内
専
用
相
談
電
話
（
☎
03
・

　
５
３
２
０
・
４
１
７
９
）

▽
問
合
せ
　
健
康
課
予
防
推
進
（
直

　
通
５
５
８
・
１
１
９
１
）

7,200円
10,800円
12,900円

26年度

平成14年以前

15年～16年3月

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

4/1

4/2～3/31

4/1

4/2～3/31

4/1

4/2～3/31

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

－　　

－　　

－　　

－　　

－　　

→　　

→　　

→　　

→　　

→　　

→　　

→　　

→　　

→　　

→　　

→　　

→　　

→　　

－　　

－　　

－　　

26年度
課税年度最初の

新規検査年月
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度 38年度 39年度 40年度 41年度 42年度

27年度

28年度

12,900円　　→

  7,200円　　→

10,800円　　→
10,800円　　→

10,800円　　→

　　－ 10,800円　　→

12,900円　　→
12,900円　　→

12,900円　　→

12,900円　　→

12,900円　　→
12,900円　　→

12,900円　　→
12,900円　　→

12,900円　　→
12,900円　　→

12,900円　　→

12,900円　　→

12,900円　　→

12,900円

FAX

　最初の新規検査年から14年目
以降12,900円となります。


